
２１地域の公害防止対策事業計画案の同意について 
 

 

１．公害防止対策事業計画について 

公害防止対策事業計画は、環境基本法第１７条に基づき都道府県知事が作

成する公害防止計画の一部を構成するものです。都道府県知事は、公害の防

止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（公害財特法）に

基づく国の財政上の特別措置を受けようとする場合に、公害防止対策事業計

画案の環境大臣同意を求めて協議することができます。 

 

２．２１地域の公害防止対策事業計画案について 

平成２２年度までを計画期間とする公害防止計画が策定されていた３０地

域（２４都府県）のうち、２１地域（１８都府県）において、引き続き平成

２３年度を始期とする公害防止計画案が作成され、その一部を構成する公害

防止対策事業計画案について、各都府県の知事から本年２月に協議がありま

した。 

協議のあった２１地域の公害防止対策事業計画案について、３月２日に開

催された公害防止計画小委員会（委員名簿は別紙１のとおり。）において了承

いただいた後、公害対策会議の議を経て、３月１６日に環境大臣が同意を行

いました。各地域の公害防止対策事業計画案の概要は別紙２のとおりです。 

 

３．公害防止対策事業計画案の対象事業 

公害財特法に規定する次の事業のうち、各地域の公害防止計画案の主要課

題に係る環境基準の達成等に資する事業が対象事業となります。 

①下水道の設置又は改築の事業 

②しゅんせつ、導水等の事業 

③農用地等について実施される客土等の事業 

④ダイオキシン類による土壌汚染に係る客土等の事業 

 

４．公害防止対策事業計画案の計画期間 

公害防止対策事業計画案の計画期間は、当該地域の公害防止計画案の計画

期間と同じであり、一般に公害財特法の適用期限に合わせて１０年とされて

います。一部の地域において、対策事業の終了又は見直しにあわせて７年又

は５年としています。各地域の公害防止計画案の計画期間及び主要課題は別

紙３のとおりです。 
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２１地域の公害防止対策事業計画案の概要

　

下水道
しゅんせ
つ等

農用地
客土等

ダイオキ
シン類
対策

鹿島地域 鹿嶋市 神栖市

（茨城県）

埼玉地域 さいたま市 熊谷市 川口市 行田市 所沢市 春日部市

（埼玉県） 狭山市 鴻巣市 上尾市 草加市 越谷市 八潮市

蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市 伊奈町

千葉地域 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市

（千葉県） 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市

我孫子市 鎌ヶ谷市 君津市 四街道市 印西市 白井市

東京地域 中央区 港区 墨田区 江東区 品川区 大田区

（東京都） 世田谷区 北区 板橋区 足立区 八王子市 町田市

神奈川地域 横浜市 川崎市 横須賀市

（神奈川県）

新潟地域 新潟市

（新潟県）

岐阜地域 岐阜市 各務原市

（岐阜県）

富士地域 富士市

（静岡県）

愛知地域 名古屋市 豊橋市 岡崎市 碧南市 安城市 小牧市

（愛知県）

京都地域 京都市 宇治市 向日市 長岡京市 大山崎町

（京都府）

大阪地域 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市

（大阪府） 泉大津市 高槻市 貝塚市 枚方市 茨木市 八尾市

泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市

和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市

藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 忠岡町

兵庫地域 神戸市 尼崎市 西宮市 伊丹市 加古川市 宝塚市

（兵庫県） 川西市

奈良地域 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 生駒市 王寺町

（奈良県）

和歌山地域 和歌山市

（和歌山県）

岡山・倉敷地域 岡山市 倉敷市 玉野市 早島町

（岡山県）

備後地域 福山市 笠岡市

（岡山県・広島県）

広島地域 広島市

（広島県）

香川地域 坂出市

（香川県）

福岡地域 福岡市

（福岡県）

北九州地域 北九州市

（福岡県）

大牟田地域 大牟田市

（福岡県）

２１地域　１８都府県　１２１市町村（１０６市５町１０特別区） ２０地域 ８地域 １地域 ―

○ ― ― ―

○ ― ― ―

公害防止対策事業等

○ ― ― ―

○ ― ― ―

○ ○

○ ○ ― ―

―

○ ― ― ―

○ ― ― ―

○ ― ― ―

○ ― ○ ―

地　域　名 公害防止対策事業計画の対象とする地域

○ ○

―

○ ○ ― ―

○ ○

○ ― ―

― ―

○ ― ―

― ―

○ ― ― ―

―

○ ○ ― ―

○ ○

○ ― ― ―

―

○ ― ― ―

― ○ ― ―

― ―

（別紙２）



２１地域の公害防止計画案の概要

地域
計画
期間

主要課題 主要課題の内容
公害防止対策
事業計画に該
当するもの

北浦、常陸利根川及び鹿島
灘海域の水質汚濁

北浦及び常陸利根川のＣＯＤに係る水質汚濁並びに窒素及びりん
による富栄養化の防止を図るとともに、鹿島灘海域のＣＯＤに係る
水質汚濁の防止を図る。

○

鹿島コンビナート周辺におけ
る大気汚染

鹿島コンビナート周辺における大気汚染の防止を図る。 ―

都市地域における大気汚染
の防止

都市地域における大気汚染の防止を図る。 ―

東京湾に流入する河川の水
質汚濁の防止

ダイオキシン類に係る水質汚濁及び水質汚濁の著しい河川のＢＯ
Ｄに係る水質汚濁の防止、並びに東京湾のＣＯＤに係る水質汚濁、
窒素及びりんによる富栄養化の防止を図る。

○

自動車交通公害の防止
大気汚染及び騒音の著しい沿道における自動車交通公害の防止
を図る。

―

印旛沼、手賀沼の水質汚濁
印旛沼、手賀沼のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及び燐による富栄
養化の防止を図る。

○

東京湾の水質汚濁
東京湾のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及び燐による富栄養化の防
止を図る。また、千葉港八幡地区のダイオキシン類による底質汚染
の防止を図る。

○

地下水汚染 トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。 ―

東京湾の水質汚濁
東京湾のＣＯＤに係る水質汚濁並びに全窒素及び全りんによる富
栄養化の防止を図る。

○

横十間川のダイオキシン類
汚染

横十間川のダイオキシン類による人の健康被害の防止を図る。 ○

自動車交通公害
大気汚染及び騒音の著しい沿道における自動車交通公害の防止
を図る。

―

東京湾の水質汚濁
東京湾のＣＯＤに係る水質汚濁並びに窒素及び燐による富栄養化
の防止を図る。

○

地下水汚染 トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。 ―

新潟地域 １０年 新潟海域の水質汚濁 新潟海域のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

伊勢湾に流入する河川の水
質汚濁

伊勢湾に流入する河川の汚濁負荷を削減し、伊勢湾のＣＯＤに係
る水質汚濁並びに窒素、りんによる富栄養化の防止を図る。

○

自動車交通騒音 騒音の著しい沿道における自動車交通騒音の防止を図る。 ―

地下水汚染
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等による地下水汚染の防止を図
る。

―

都市地域における大気汚染 都市地域における大気汚染の防止を図る。 ―

富士地域 ７年
ダイオキシン類等による田
子の浦港の底質汚染

ダイオキシン類による田子の浦港の底質汚染の防止を図る。 ○

都市地域における大気汚染
都市地域における光化学オキシダント等に係る大気汚染の防止を
図る。

―

自動車交通公害
国道１号等の主要幹線道路沿道における二酸化窒素に係る大気
汚染、騒音の防止を図る。

―

伊勢湾（三河湾を含む）及び
その流域都市内河川の水質
汚濁

都市内河川の水質汚濁の防止を図るとともに、伊勢湾（三河湾を
含む。以下同じ。）のＣＯＤ、全窒素及び全りんに係る水質汚濁・富
栄養化の防止を図る。

○

油ヶ淵の水質汚濁
油ヶ淵のダイオキシン類による水質汚濁及びＣＯＤに係る水質汚濁
の防止を図る。

○

愛知地域 １０年

鹿島地域 １０年

埼玉地域 １０年

千葉地域 ５年

東京地域 １０年

神奈川地域 ５年

岐阜地域 １０年

（別紙３）



地域
計画
期間

主要課題 主要課題の内容
公害防止対策
事業計画に該
当するもの

京都地域 １０年
大阪湾に流入する河川の水
質汚濁

大阪湾に流入するＣＯＤの汚濁負荷量の削減並びに窒素及びりん
による富栄養化の防止を図る。

○

大阪湾の水質汚濁
大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁並びに窒素及びりんによる富栄養
化の防止を図る。また、大阪港内のダイオキシン類及びＰＣＢによ
る底質汚染の防止を図る。

○

河川の水質汚濁
ダイオキシン類に係る水質汚濁及び水質汚濁の著しい河川のＢＯ
Ｄに係る水質汚濁の防止を図る。

○

交通公害
国道４３号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿線や
山陽新幹線鉄道沿線における交通公害の防止を図る。

―

海域の水質汚濁 大阪湾等のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

奈良地域 １０年
大阪湾に流入する河川の水
質汚濁

水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図り、併
せて大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁並びに窒素及びりんによる富
栄養化を防止を図る。

○

和歌山地域 １０年 河川の水質汚濁
水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図り、併
せて瀬戸内海のＣＯＤに係る水質汚濁を防止するため河川の水質
汚濁の防止を図る。

○

自動車交通公害
大気汚染、騒音の著しい沿道における自動車交通公害の防止を図
る。

―

児島湾及び備讃瀬戸の水質
汚濁

児島湾及び備讃瀬戸のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

児島湖の水質汚濁
児島湖のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及びりんによる富栄養化の
防止を図る。

○

自動車交通公害
大気汚染、騒音の著しい沿道における自動車交通公害の防止を図
る。

―

河川の水質汚濁 水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

箕島町地先海域及び備讃瀬
戸の水質汚濁

箕島町地先海域及び備讃瀬戸のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図
る。

○

自動車交通公害
大気汚染、騒音の著しい沿道における自動車交通公害の防止を図
る。

―

広島湾の水質汚濁 広島湾のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

香川地域 １０年
河川及び備讃瀬戸の水質汚
濁

水質汚染の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図り、併
せて備讃瀬戸のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。

○

福岡地域 １０年 博多湾海域の水質汚濁 博多湾海域のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。 ○

響灘及び周防灘、及び豊前
地先海域の水質汚濁

響灘及び周防灘、及び豊前地先海域の水質汚濁の防止を図る。 ○

洞海湾（川代泊地）のダイオ
キシン類汚染

洞海湾（川代泊地）のダイオキシン類による底質の汚染の防止を図
る。

○

河川の水質汚濁
水質汚染の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図り、併
せて有明海の窒素及びりんによる富栄養化を防止するため、有明
海に流入する河川の水質汚濁防止を図る。

○

農用地土壌汚染
大牟田市におけるカドミウムによる農用地の土壌汚染の防止を図
る。

○

岡山・倉敷
地域

大牟田地域

備後地域 １０年

広島地域 １０年

１０年

１０年

北九州地域 １０年

兵庫地域 １０年

１０年大阪地域


